
施
設
」
を
削
り
、
同
表
の
備
考
中
３
及
び
４
を
削
り
、
５
を
３
と
し
、
６
か
ら
８
ま
で
を
４
か
ら
６
ま

で
と
し
、
同
表
を
別
表
第
一
と
す
る
。

別
表
第
三
を
別
表
第
二
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
五
号

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
の
当
て
は
め
（
平
成
七
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

本
則
中
「
環
境
基
準
に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
」
を
「
環
境
基
準

に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
の
事
務
に
関
す
る
政
令
」
に
改
め
、「
甲
府
市
、
富
士
吉
田
市
、
都
留

市
、
山
梨
市
、
大
月
市
、
韮
崎
市
、
南
ア
ル
プ
ス
市
、
甲
斐
市
、
笛
吹
市
、
上
野
原
市
、
甲
州
市
、
中

央
市
、」
を
削
り
、「
及
び
昭
和
町
」
を
「
、
昭
和
町
及
び
富
士
河
口
湖
町
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
六
号

山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
（
昭
和
六
十
一
年

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

１
の
表
そ
の
他
の
機
械
器
具
又
は
設
備
の
項
を
削
る
。

２
の
表
素
材
、
機
械
、
電
子
及
び
化
学
の
部
そ
の
他
の
試
験
の
項
を
削
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
七
号

山
梨
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

山
梨
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
を
削
る
。

別
表
を
削
る
。

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
の
当
て
は
め
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
の
一
部
改
正
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

企
　
業
　
局

○
企
業
局
本
庁
に
企
業
理
事
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
備
に
関
す
る
規
程
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
四
号

児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

児
童
福
祉
施
設
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
削
る
。

別
表
第
二
の
備
考
１
中
「
、
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
」
を
削
り
、「
知
的
障
害
児
施
設
、
自
閉
症

児
施
設
、
盲
児
施
設
、
ろ
う
あ
児
施
設
」
を
「
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改
め
、「
、
重
症
心
身
障
害
児

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
日

号
外
第
二
十
三
号

金　曜　日



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の

施
行
の
日
以
後
に
利
子
補
給
の
承
認
を
す
る
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
利
子
補
給
の
承
認

を
し
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

企
業
局
本
庁
に
企
業
理
事
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
備
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

中
　
　
澤
　
　
正
　
　
徳

企
業
局
本
庁
に
企
業
理
事
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
備
に
関
す
る
規
程

（
山
梨
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
企
業
局
管

理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
見
出
し
を
「（
特
例
措
置
）」
に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
企
業
局
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
見
出
し
を
「（
特
例
措
置
）」
に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
の
見
出
し
を
「（
特
例
措
置
）」
に
改
め
、「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
と
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
の
見
出
し
を
「（
特
例
措
置
）」
に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
の
見
出
し
を
「（
特
例
措
置
）」
に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
庁
舎
等
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
企
業
局
庁
舎
等
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
見
出
し
を
「（
特
例
措
置
）」
に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
固
定
資
産
事
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
山
梨
県
企
業
局
固
定
資
産
事
務
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
の
見
出
し
を
「（
特
例
措
置
）」
に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
山
梨
県
企
業
局
契
約
事
務
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
見
出
し
を
「（
特
例
措
置
）」
に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
職
員
職
務
発
明
等
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
山
梨
県
企
業
局
職
員
職
務
発
明
等
取
扱
規
程
（
昭
和
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
見
出
し
を
「（
特
例
措
置
）」
に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

中
　
　
澤
　
　
正
　
　
徳

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二

（
特
例
措
置
）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

（
特
例
措
置
）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

（
特
例
措
置
）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

（
特
例
措
置
）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

（
特
例
措
置
）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

（
特
例
措
置
）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

（
特
例
措
置
）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

（
特
例
措
置
）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

（
特
例
措
置
）

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日



山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「
塩
川
発
電
所

別
表
第
二
山
梨
県
営
発
電
総
合
制
御
所
の
項
中
「
塩
川
発
電
所
」
を

に
改
め

塩
川
第
二
発
電
所
」

「
下
釜
口
発
電
所
●

、
同
表
山
梨
県
営
笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
の
項
中
「
下
釜
口
発
電
所
」
を
●
若
彦
ト
ン
ネ
ル
湧

深
城
発
電
所
●
●

水
発
電
所
　
に
改
め
る
。

」
附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

中
　
　
澤
　
　
正
　
　
徳

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
見
出
し
中
「
納
入
済
通
知
書
」
を
「
領
収
済
通
知
書
」
に
、
同
条
中
「
納
入
済
通
知

書
」
を
「
領
収
済
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
二
条
中
「
収
入
済
通
知
書
」
を
「
領
収
済
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
三
条
中
「
収
入
済
通
知
書
」
を
「
領
収
済
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
中
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
十
一
条
中
「
収
入
済
通
知
書
」
を
「
領
収
済
通
知
書
」
に
改
め
る
。

別
表
「
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
本
」
の
「
７
剰
余
金
」
中
「
地
方
公
営
企
業
法
施
行

令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
２
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
債
の
償
還
に
充
て
る
た
め
に
積

み
立
て
る
金
額
。」
を
「
企
業
債
の
償
還
の
た
め
の
積
立
金
。」
に
改
め
、「
地
方
公
営
企
業
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。）
第
３
２
条
第
１
項
並
び
に
令
第
２
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
よ
り
積
み
立
て
る
金

額
。」
を
「
欠
損
を
埋
め
る
た
め
の
積
立
金
」
に
改
め
、「
令
第
２
４
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
又

は
改
良
の
た
め
に
積
み
立
て
る
金
額
。」
を
「
建
設
又
は
改
良
の
た
め
の
積
立
金。」
に
改
め
、「
●
中発

小
水
力
発
電
開

改
良
積
立
金

「
●
中
小
水
力
発
電
開
●
新
規
開
発
又
は
改
良
等
の
た

を

●
」

発
改
良
積
立
金

め
の
積
立
金
。

「

地
域
文
化
振
興
・

に
改
め
、

」

環
境
保
全
積
立
金

「

地
域
文
化
振
興
・

を
」

環
境
保
全
積
立
金

公
共
の
福
祉
へ
の
寄
与
及
び
付
帯
事
業
に
関

に
改
め
、
同
表
の
「
温
泉
事
業
会
計
勘
定

す
る
資
産
の
取
得
等
の
た
め
の
積
立
金
。

」

科
目
表
」
の
「
資
本
」
の
「
２
剰
余
金
」
中
「
令
第2

4

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
債
の
償
還
に
充

て
る
た
め
に
積
み
立
て
額
。」

を
「
企
業
債
の
償
還
の
た
め
の
積
立
　
金
。
に
改
め
、
第32

条

第
１
項
並
び
に
令
第24

条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
よ
り
積
み
立
て
る
額
」

を
「
を
埋
め
る
た

め
の
積
立

金
」

に
改
め
、「
令
第24

条
の
規
定
に
よ
り
建
設
又
は
改
良
の
た
め
に
積
み
立
て
る
金

額
。」

を
「
建
設
又
は
改
良
の
た
め
の
積
立
金
。

に
改
め
、
「「
地
域
観
光
振
興
積

「
を
」

興
積
　
観
光
振
興
事
業
及
び
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す

に
改

る
事
業
の
た
め
の
積
立
金
。

め
、
同
表
の
「
地
域
振
興
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
資
本
」
の
「
２
剰
余
金
」
中
「
令
第
２
４
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
債
の
償
還
に
充
て
る
た
め
に
積
み
立
て
る
金
額
。」
を
「
企
業
債
の
償
還

の
た
め
の
積
立
金
。」
に
改
め
、「
法
第
３
２
条
第
１
項
並
び
に
令
第
２
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
よ

り
積
み
立
て
る
金
額
。」
を
「
欠
損
を
埋
め
る
た
め
の
積
立
金
」
に
改
め
、「
令
第
２
４
条
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
建
設
又
は
改
良
の
た
め
に
積
み
立
て
る
金
額
。」
を
「
建
設
又
は
改
良
の
た
め
の
積
立
金
。」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

中
　
　
澤
　
　
正
　
　
徳

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

三

中発

小
水
力
発
電
開

改
良
積
立
金

中
小
水
力
発
電
開

発
改
良
積
立
金

地
域
文
化
振
興
・

環
境
保
全
積
立
金

地
域
観
光
振
興
積

立
金

興
積
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
観
光
振
興
事
業
及
び
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す

る
事
業
の
た
め
の
積
立
金
。

」

地
域
観
光
振

立
金
●
●
●

地
域
文
化
振
興
・

環
境
保
全
積
立
金

公
共
の
福
祉
へ
の
寄
与
及
び
附
帯
事
業
に
関

す
る
資
産
の
取
得
等
の
た
め
の
積
立
金
。

「
令
第
２
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
債
の
償
還
に
充

て
る
た
め
に
積
み
立
て
る
金
額
。」

「
企
業
債
の
償
還
の
た
め
の
積
立
金
。」

「
法
第
３
２

条
第
１
項
並
び
に
令
第
２
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
よ
り
積
み
立
て
る
金
額
。」

「
欠
損
を
埋
め

る
た
め
の
積
立
金
」

「
令
第
２
４
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
又
は
改
良
の
た
め
に
積
み
立

て
る
金
額
。
」
「
建
設
又
は
改
良
の
た
め
の
積
立
金
。
」

「
令
第
２
４
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
債
の
償
還
に
充
て
る
た
め
に
積
み
立
て
る
金
額
。」
を
「
企
業
債
の
償
還

の
た
め
の
積
立
金
。」
に
改
め
、「
法
第
３
２
条
第
１
項
並
び
に
令
第
２
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
よ

り
積
み
立
て
る
金
額
。」
を
「
欠
損
を
埋
め
る
た
め
の
積
立
金
」
に
改
め
、「
令
第
２
４
条
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
建
設
又
は
改
良
の
た
め
に
積
み
立
て
る
金
額
。」
を
「
建
設
又
は
改
良
の
た
め
の
積
立
金
。」

め
の
積
立
金
。

新
規
開
発
又
は
改
良
等
の
た

を

を

を

に
改
め
、

に
改
め
、

「
地
方
公
営
企
業
法
施
行

令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
２
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
債
の
償
還
に
充
て
る
た
め
に
積

み
立
て
る
金
額
。」

「
企
業
債
の
償
還
の
た
め
の
積
立
金
。」

「
地
方
公
営
企
業
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。）
第
３
２
条
第
１
項
並
び
に
令
第
２
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
よ
り
積
み
立
て
る
金

額
。」

「
欠
損
を
埋
め
る
た
め
の
積
立
金
」

「
令
第
２
４
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
又

は
改
良
の
た
め
に
積
み
立
て
る
金
額
。」

「
建
設
又
は
改
良
の
た
め
の
積
立
金
。」



山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

種
別

責
任
管
理
範
囲
　

職
名

電
気

発
電
総
合
制
御
所
所
管
電
気
工
作
物
　

電
気
課
長

主
任

技
術

早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
所
管
電
気
工
作
物

者

笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
所
管
電
気
工
作
物

発
電
総
合
制
御
所
所
管
ダ
ム
水
路
工
作
物
　

発
電
総
合
制
御
所
管
理
職
員

ダ
ム

水
路

早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
所
管
ダ
ム
水
路
工
作
物

早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所

主
任
　

管
理
職
員

技
術

者

笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
所
管
ダ
ム
水
路
工
作
物
　
笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務

所
管
理
職
員

第
五
条
第
三
項
中
「
関
東
東
北
産
業
保
安
監
督
部
長
に
届
け
出
る
」
を
「
必
要
な
届
け
出
を
行
う
」

に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
及
び
塩
川
ダ
ム
操
作
規
則

を
川
ダ
ム
操
作
規
則
及
び
深
城
ダ
ム
操
作
規
則
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

四

関
東
東
北
産
業
保
安
監
督
部
長
に
届
け
出
る
」

「
必
要
な
届
け
出
を
行
う
」

及
び
塩
川
ダ
ム
操
作
規
則
」
「
、
塩
川
ダ
ム
操
作
規
則
及
び
深
城
ダ
ム
操
作
規
則
」



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

五

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）



「
７
　
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
分
掌
業
務
の
欄
中
　

を
「
７
●

８
　
深
城
発
電
所
（
仮
称
）
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。」

保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
。」
に
改
め
、「
及
び
若
彦
ト
ン
ネ
ル
湧
水
発
電
所
」
を
「
、
若
彦
ト
ン
ネ
ル

湧
水
発
電
所
及
び
深
城
発
電
所
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長

井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
一
五
八
人
」
を
「
一
五
九
人
」
に
、「
四
五
六
人
」
を
「
四
五
八
人
」
に
、

「
四
七
一
人
」
を
「
四
七
三
人
」
に
、「
四
八
六
人
」
を
「
四
八
八
人
」
に
、「
一
、
六
四
九
人
」
を

「
一
、
六
五
六
人
」
に
、「
一
、
九
四
五
人
」
を
「
一
、
九
五
二
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
五
八

二
人
」
を
「
五
八
九
人
」
に
、「
一
九
〇
人
」
を
「
一
九
一
人
」
に
、「
七
七
二
人
」
を
「
七
八
〇
人
」

に
、「
一
〇
六
人
」
を
「
一
〇
五
人
」
に
、「
一
、
一
七
三
人
」
を
「
一
、
一
七
二
人
」
に
、「
一
、
六

四
九
人
」
を
「
一
、
六
五
六
人
」
に
、「
一
、
九
四
五
人
」
を
「
一
、
九
五
二
人
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

六

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

７
　
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
深
城
発
電
所
（
仮
称
）
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
。」

「
及
び
若
彦
ト
ン
ネ
ル
湧
水
発
電
所
」

「
、
若
彦
ト
ン
ネ
ル

湧
水
発
電
所
及
び
深
城
発
電
所
」

７


